
瀬戸市個人情報保護条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

令和４年３月２４日  

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市条例第２号  

瀬戸市個人情報保護条例の一部を改正する条例  

瀬戸市個人情報保護条例（平成５年瀬戸市条例第２５号）の一部を次の

ように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 個人情報 個人に関する情報であって、次

のいずれかに該当するものをいう。 

⑴ 個人情報 個人に関する情報であって、次

のいずれかに該当するものをいう。 

 ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その

他の記述等（文書、図画若しくは電磁的記

録（電磁的方式（電子的方式、磁気的方式

その他人の知覚によっては認識することが

できない方式をいう。）で作られる記録を

いう。以下同じ。）に記載され、若しくは

記録され、又は音声、動作その他の方法を

用いて表された一切の事項（個人識別符号

（個人情報の保護に関する法律（平成１５

年法律第５７号）第２条第２項に規定する

個人識別符号をいう。以下同じ。）を除く

。）をいう。以下同じ。）により特定の個

人を識別することができるもの（他の情報

と照合することができ、それにより特定の

個人を識別することができることとなるも

のを含む。） 

 ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その

他の記述等（文書、図画若しくは電磁的記

録（電磁的方式（電子的方式、磁気的方式

その他人の知覚によっては認識することが

できない方式をいう。）で作られる記録を

いう。以下同じ。）に記載され、若しくは

記録され、又は音声、動作その他の方法を

用いて表された一切の事項（個人識別符号

（行政機関の保有する個人情報の保護に関

する法律（平成１５年法律第５８号）第２

条第３項に規定する個人識別符号をいう。

以下同じ。）を除く。）をいう。以下同じ

。）により特定の個人を識別することがで

きるもの（他の情報と照合することができ

、それにより特定の個人を識別することが

できることとなるものを含む。） 



 イ ＜省略＞  イ ＜省略＞ 

 ⑵から⑼まで ＜省略＞  ⑵から⑼まで ＜省略＞ 

 ⑽ 事業者 法人その他の団体（国、独立行政

法人等（個人情報の保護に関する法律第２条

第９項に規定する独立行政法人等をいう。以

下同じ。）、地方公共団体及び地方独立行政

法人（地方独立行政法人法（平成１５年法律

第１１８号）第２条第１項に規定する地方独

立行政法人をいう。以下同じ。）を除く。以

下「法人等」という。）及び事業を営む個人

をいう。 

 ⑽ 事業者 法人その他の団体（国、独立行政

法人等（独立行政法人等の保有する個人情報

の保護に関する法律（平成１５年法律第５９

号）第２条第１項に規定する独立行政法人等

をいう。以下同じ。）、地方公共団体及び地

方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成

１５年法律第１１８号）第２条第１項に規定

する地方独立行政法人をいう。以下同じ。）

を除く。以下「法人等」という。）及び事業

を営む個人をいう。 

 （適用除外）  （適用除外） 

第４７条 この条例は、次に掲げる個人情報につ

いては、適用しない。 

第４７条 この条例は、次に掲げる個人情報につ

いては、適用しない。 

 ⑴ 統計法（平成１９年法律第５３号）第２条

第６項に規定する基幹統計調査及び同条第７

項に規定する一般統計調査に係る調査票情報

に含まれる個人情報その他の同法第５２条に

規定する個人情報 

 ⑴ 統計法（平成１９年法律第５３号）第２条

第６項に規定する基幹統計調査及び同条第７

項に規定する一般統計調査に係る調査票情報

に含まれる個人情報その他の同法第５２条第

１項に規定する個人情報 

⑵ ＜省略＞ ⑵ ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 
  

   附  則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。  

  

 


